
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式第１号
法第４条に基づく措置の実施状況　（別表１から別表４まで）

　　　　　　（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
　　　　　　　　［債務者が中小企業者である場合］

（単位：百万円）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成22年12月末 平成23年3月末

635 2,280 3,846 5,309 6,925 8,751

292 706 1,003 1,227 1,676 1,776

41 588 835 1,075 1,584 1,658

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

251 35 78 61 2 28

0 83 89 89 89 89

342 1,573 2,842 4,082 5,248 6,975

114 1,463 2,581 3,813 5,175 6,822

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

227 81 226 234 37 100

0 28 34 34 34 52
注.　平成２１年１２月４日以降受付分の累計。
注.　東日本大震災に伴い､お客さまからのご依頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の額
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　　　　　　（別表2）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
　　　　　　　　［債務者が中小企業者である場合］

（単位：件）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成22年12月末 平成23年3月末

75 278 461 611 763 928

31 100 149 203 267 292

9 83 128 180 255 276

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

22 9 11 13 2 6

0 8 10 10 10 10

44 178 312 408 496 636

24 166 287 387 488 619

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

20 7 19 15 2 10

0 5 6 6 6 7
注.　平成２１年１２月４日以降受付分の累計。
注.　東日本大震災に伴い､お客さまからのご依頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。

　貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債
権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を
応諾する旨の判断を示した貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等による債務の保証を受けていた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会等が債務の保証を応諾
する旨の判断を示した貸付債権の数
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（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

（単位：百万円）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成22年12月末 平成23年3月末

163 224 293 351 396 428

3 209 235 315 396 399

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

160 14 57 35 0 28

0 0 0 0 0 0

注.　平成２１年１２月４日以降受付分の累計。

注.　東日本大震災に伴い､お客さまからのご依頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。

うち、審査中の貸付債権の額

うち、取下げに係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、他の金融機関により法の施行日以後になさ
れた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた
場合の貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権の額

［債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合］

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る
債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件
の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付
けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
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（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

（単位：件）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成22年12月末 平成23年3月末

13 20 28 39 44 51

1 17 23 32 44 45

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

12 3 5 7 0 6

0 0 0 0 0 0

注.　平成２１年１２月４日以降受付分の累計。

注.　東日本大震災に伴い､お客さまからのご依頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。

［債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合］

信用保証協会等による債務の保証を受けていなかった貸付債権に係る
債務者のうち他の金融機関に対しても法の施行日以後に貸付けの条件
の変更等の申込みが行われたことを確認することができた者から、貸付
けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数

うち、信用保証協会が条件変更対応保証を応諾す
る旨の判断を示した貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、他の金融機関により法の施行日以後になさ
れた貸付けの条件の変更等の実行を認識していた
場合の貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

うち、取下げに係る貸付債権の数
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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令別紙様式第１号
法第５条に基づく措置の実施状況 （別表５から別表６まで）

（別表５）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額
　　　　　　［債務者が住宅資金借入者である場合］

（単位：百万円）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成22年12月末 平成23年3月末

9 102 203 221 243 267

0 100 172 208 227 257

0 0 0 7 7 7

9 2 28 3 6 0

0 0 2 2 2 2

注.　平成２１年１２月４日以降受付分の累計。

注.　東日本大震災に伴い､お客さまからのご依頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。

うち、取下げに係る貸付債権の額

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額

うち、実行に係る貸付債権の額

うち、謝絶に係る貸付債権の額

うち、審査中の貸付債権の額
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（別表６）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数
　　　　　　［債務者が住宅資金借入者である場合］

（単位：件）

平成２１年１２月末 平成２２年３月末 平成２２年６月末 平成２２年９月末 平成22年12月末 平成23年3月末

2 12 23 27 29 32

0 11 18 23 26 30

0 0 0 1 1 1

2 1 4 2 1 0

0 0 1 1 1 1

注.　平成２１年１２月４日以降受付分の累計。

注.　東日本大震災に伴い､お客さまからのご依頼により緊急避難的に約定返済等を停止している貸付は上記内容に含んでおりません。

うち、取下げに係る貸付債権の数

うち、謝絶に係る貸付債権の数

うち、審査中の貸付債権の数

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数

うち、実行に係る貸付債権の数
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◎金融円滑化の進捗状況について

　当組合では、地域金融機関として地域への円滑な資金の供給を通じ、地域経済の活性化を図るといった社会的責任を
果たすため、お客さまの目線に立ち、新規のお借入および貸付条件変更等のご相談・お申し込みに対して柔軟に取組む
など金融の円滑化を積極的に推進しています。
　また、東日本大震災に伴うお客さまの直接的・間接的な被害および影響を踏まえ、当組合はお客さまの状況に応じたき
め細かい、弾力的かつ迅速な対応に努めるとともに、地域経済の復旧・復興に向けて積極的に取組んでまいります。
 なお、本公表は「平成２３年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置
の指定に関する法律（特措法）」によって、東日本大震災により所定の期限（４５日間以内）までに開示・報告を行うことが
できない場合、６月末日までの猶予が認められているところから平成２３年６月３０日を超えない範囲で実施するものです。
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